
 

 

(下)資料①-1 

 

 

 

浜田市下水道事業 

経営戦略 
                                                          

 令和 4 年度 ～ 令和 13 年度 

 

 

 

 

令和 8 年 3 月 

浜田市上下水道部 

浜田処理区マンホール 



 

 

目次 

1. 経営戦略見直しの目的 .................................................................................................. 1 

2. 事業概要 ....................................................................................................................... 3 

（1）事業の現況 ................................................................................................................ 3 

（2）民間活力の活用等 ................................................................................................... 11 

（3）主な経営健全化の取組 ............................................................................................. 12 

3. 現状分析 ..................................................................................................................... 13 

(1) 整備状況 ................................................................................................................ 13 

(2) 普及状況 ................................................................................................................ 14 

(3) 各事業における現状分析 ......................................................................................... 14 

(4) 経営比較分析表を活用した現状分析 ....................................................................... 16 

(5) 将来の事業環境 ...................................................................................................... 21 

4. 経営の基本方針 .......................................................................................................... 34 

5. 投資・財政計画（収支計画） .......................................................................................... 35 

(1) 投資・財政計画（収支計画） ...................................................................................... 35 

(2) 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 ................................................ 37 

(3) 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 ............... 49 

6. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 .................................................................. 52 

 

添付資料 

   経営比較分析表 

   投資・財政計画 

   下水道事業経営戦略【用語集】 



~ 1 ~ 

浜田市下水道事業経営戦略 

 

団 体 名 ： 島根県浜田市  

事 業 名 ： 下水道事業  

策 定 月 ： 令和 4年 8月 （令和 8年 3 月見直し） 

計 画 期 間 ： 令和 4年度 ～ 令和 13年度  

 

1. 経営戦略見直しの目的 

下水道事業は、「持続可能な開発目標（SDGs）」の目標として掲げられ、国際的にも大変

重要な取組です。住民に清潔で快適な生活をもたらすのみならず、河川等の水質を保全し、

海の資源を豊かにするためにも重要な事業です。 

本市ではこれまで特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業

（以下、個別処理という。）、漁業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業(以下、生活排

水処理事業という。)等により、地域に応じた快適な生活環境づくりを図ってきました。 

供用中の各処理区では、将来にわたり安定した維持管理を行うため、各種個別計画に基

づく設備の改築、更新を進めていますが、いずれの処理区も供用開始から 15年以上経過し、

主に機械設備の老朽化による改築、更新需要の増加が経営上の課題となっています。 

また、令和 7 年 1 月に発生した埼玉県八潮市における下水道管破損による市民生活への

影響の甚大さは記憶に新しく、管路の調査点検による適切な維持管理を引き続き行ってい

く必要があります。 

新規整備としては、令和 2 年度より市街地（浜田処理区）の公共下水道事業に着手し、

令和 8年度末より順次供用開始を目指し整備を進めています。 

既存の経営戦略は、経営基盤の強化と財務マネジメント向上を目的に、持続可能な下水

道事業を推進していくための中長期的な経営の基本計画として、平成 29年 3月に各事業単

位で策定しました。そのうち公共下水道事業の経営戦略は、令和 2 年 4 月の地方公営企業

会計移行による経理方法の変更及び令和 2 年度までの実績を踏まえ、より実効性のある計

画値に見直したところです。 

残る集落排水、生活排水処理事業等の経営戦略については、既存の経営戦略を令和 6 年

4 月の地方公営企業会計移行による影響及び直近の決算状況を反映した内容に見直す必要

があります。 

今回の見直しは、令和 6 年 4 月に地方公営企業法の規定の全部適用、会計統合を実施し

たことから、既存の「公共下水道事業経営戦略」に「農業集落排水事業経営戦略」、「漁業

集落排水事業経営戦略」、「特定地域生活排水処理事業経営戦略」を統合し、「下水道事業経

営戦略」として見直します。見直し後の経営戦略は、昨今の物価高騰の影響等の社会情勢

の変化や下水道事業の現状と将来見通しを踏まえ、投資等と財政の均衡を図り、持続可能

な下水道事業を推進していくための中長期的な経営の基本計画の中間見直しとして位置づ

けます。 

なお、令和 4年 8月の公共下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む）の経営戦略

と同様、関連する SDGsの項目として「６ 安全な水とトイレを世界中に」、「７ エネルギ

ーをみんなにそしてクリーンに」、「９ 産業と技術革新の基盤をつくろう」、「11 住み続

けられるまちづくりを」、「14 海の豊かさを守ろう」、「17 パートナーシップで目標を達

成しよう」を記載しています。 
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SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は、「誰一人取

り残さない（leave no one behind）」持続可能でよりよい社会の実現を目指

す世界共通の目標です。2015 年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意

した「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」の中で掲げられました。2030

年を達成年限とし、17のゴールと 169のターゲットから構成されています。 

  



~ 3 ~ 

2. 事業概要 

（1）事業の現況（令和 6年度末現在） 

各事業の施設状況は以下のとおりです。 

①  施設 

ア 特定環境保全公共下水道事業 

供用開始日 

（供用開始後年数） 

国府処理区 平成 17年 4月 1日 （20年） 

旭処理区 平成 17年 4月 1日 （20年） 

三保三隅処理区 平成 14年 1月 1日 （23年） 

処理区内 

人口密度等 

（令和 6年度末） 

現在排水区域面積 250.0 ha 

現在排水区域内人口 6,960 人 

処理区域内人口密度 27.84 人 / ha 

接続率 78.5% 

流域下水道等への接続の有無 該当なし 

法適（全部適用・一部適用）・非適の区分 

～令和 2年 3月：地方公営企業法非適用 

令和 2年 4月：地方公営企業法一部適用 

令和 6年 4月：地方公営企業法全部適用 

処理区数 
【 3 処理区 】 

国府処理区・旭処理区・三保三隅処理区 

処理場数 
【 3 か所 】 

国府浄化センター・旭浄化センター・三保三隅浄化センター 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 *1 

令和 3 年 4 月：農業集落排水事業の地方地区を三保三隅

処理区へ統合 

令和 4 年 4 月：漁業集落排水事業の福浦・古湊地区を三

保三隅処理区へ統合 

*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくも

のを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部

を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水道・集落排水、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理

的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃

合を伴わない。）を指す。 

 

本事業の接続率は令和 6 年度末現在で 78.5％となっており、国府処理区の接続率は

64.8％と非常に低くなっています。 

接続率が低い原因としては、他処理区に比べて整備期間が長期化し、処理区域内の住民

の高齢化が進んだことや、合併処理浄化槽の普及により下水道整備後に早期の接続がされ

なかったことなどが考えられます。 

国府処理区を中心に個別訪問による接続勧奨を行い、毎年度、新規接続はあるものの、

接続率の大幅な増加にまでは至っていない状況です。 

なお、令和 2 年度から浜田処理区での「公共下水道事業」に着手しており、令和 8 年度

末からの順次供用開始に向けて公民連携手法を導入し、整備を推進しています。 
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イ 農業集落排水事業 

供用開始日 

（供用開始後年数） 

美川処理区 平成 16 年 11 月 01 日 （20 年） 

雲城処理区 平成 21 年 8 月 20 日 （15 年） 

あさひ東部 

市木処理区 
平成 19 年 5 月 10 日 （17 年） 

あさひ東部 

都川処理区 
平成 20 年 5 月 10 日 （16 年） 

あさひ和田処理区 平成 21 年 8 月 01 日 （15 年） 

杵束処理区 平成 10 年 10 月 1 日 （26 年） 

安城処理区 平成 07 年 10 月 1 日 （29 年） 

河内処理区 平成 19 年 11 月 01 日 （17 年） 

岡見処理区 平成 20 年 10 月 01 日 （16 年） 

処理区内 

人口密度等 

（令和 6年度末） 

現在排水区域面積 1,412.0 ha 

現在排水区域内人口 
3,863 人 

（農業集落排水施設に編入した岡見住宅団

地の人口 215 人を含む） 

処理区域内人口密度 2.7 人 / ha 

接続率 
集合処理 83.2% 

個別処理 100％ 

流域下水道等への接続の有無 該当なし 

法適（全部適用・一部適用）・

非適の区分 

～令和 6年 3 月：地方公営企業法非適用 

令和 6年 4 月：地方公営企業法全部適用 

農業集落排水

事業 

（集合処理） 

処理区数 

【 9処理区 】 

美川処理区・雲城処理区・あさひ東部市木処理区・あさ

ひ東部都川処理区・あさひ和田処理区・杵束処理区・安

城処理区・河内処理区・岡見処理区 

処理場数 

【 9か所 】 

美川地区農業集落排水施設・雲城地区農業集落排水施設・ 

あさひ東部市木地区農業集落排水施設・あさひ東部都川

地区農業集落排水施設・あさひ和田地区農業集落排水施

設・杵束地区農業集落排水施設・安城地区農業集落排水

施設・河内地区農業集落排水施設・岡見地区農業集落排

水施設 

個別排水処理

事業 

（個別処理） 

設置地区数 
【 2地区 】 

美川地区・雲城地区 

合併処理浄化槽

設置基数 

【 25 基 】 

美川地区：12 基 

雲城地区：13 基 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 

・地理的、経済的に最適な処理方法を検討の上、美川及び

雲城地区の農業集落排水計画区域の中で、一部個別排水

処理事業を採択 

・令和 3 年 4 月に農業集落排水事業の地方地区を特定環境

保全公共下水道三保三隅処理区へ統合 
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本事業の接続率は集合処理分が 83.2％となっており、弥栄地域は 90％、金城地域・旭

地域は 80％を超えているものの、浜田地域・三隅地域は 70％台にとどまっています。 

供用開始からの経過年数は、弥栄地域の安城処理区が 29年経過していますが、その他

の処理区についても、15年以上経過している状況であり、機器をはじめとした設備の更

新需要が高まっています。 

 

ウ 漁業集落排水事業 

供用開始日 

（供用開始後年数） 

青浦処理区 平成 12年 10月 1日 （24年） 

須津処理区 平成 13年 10月 1日 （23年） 

処理区内 

人口密度等 

（令和 6年度末） 

現在排水区域面積 16.0 ha 

現在排水区域内人口 264 人 

処理区域内人口密度 16.5 人 / ha 

接続率 96.2％ 

流域下水道等への接続の有無 該当なし 

法適（全部適用・一部適用）・非適の区分 
～令和 6年 3月：地方公営企業法非適用 

令和 6年 4月：地方公営企業法全部適用 

処理区数 
【 2処理区 】 

青浦処理区・須津処理区 

処理場数 
【 2か所 】 

青浦地区漁業集落排水施設・須津地区漁業集落排水施設 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 

令和 4年 4月に漁業集落排水事業の福浦・古湊地区を

特定環境保全公共下水道三保三隅処理区へ統合 

本事業の接続率は、令和 6年度末現在で 96.2％となっています。 

 供用開始から 20年以上経過し、処理場の機器を中心とした施設の老朽化により更新需

要が高まっています。 

令和 4年 4月の福浦・古湊地区の特定環境保全公共下水道三保三隅処理区への統合によ

り、現在は青浦、須津の 2処理区で事業を行っており、令和 6年度末現在の排水区域内人

口は 264人となっています。 
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エ 生活排水処理事業（特定地域生活排水処理事業） 

供用開始日 

（供用開始後年数） 

旭処理区 平成 17年 4月 1日 （20年） 

弥栄処理区 平成 17年 4月 1日 （20年） 

三隅処理区 平成 17年 4月 1日 （20年） 

処理区内 

人口密度等 

（令和 6年度末） 

現在排水区域面積 35,025.0 ha 

現在排水区域内人口 754人 

処理区域内人口密度 0.022人 / ha 

接続率 100％ 

流域下水道等への接続の有無 該当なし 

法適（全部適用・一部適用）・非適の区分 
～令和 6年 3 月：地方公営企業法非適用 

令和 6年 4 月：地方公営企業法全部適用 

合併処理浄化槽 

設置地区数 

【 3地区 】 

旭地区・弥栄地区・三隅地区 

合併処理浄化槽 

設置基数 
512基 

旭 地 区：201基 

弥栄地区：123基 

三隅地区：188基 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 

地理的・経済的に最適な処理方法を検討の上、

旭、弥栄、三隅の集合処理区域外で、特定地域

生活排水処理事業を採択 

平成 27年度に整備が完了し、現在新たな整備計画はありません。 

 設置から年数が経過した浄化槽について、修繕では対応できず、改築が必要な箇所も想

定されます。 
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② 使用料 

家庭用使用料 

体 系 の 

概要・考え方 

平成 17 年 10 月の市町村合併以降、旧市町村ごとに合併前の使用

料体系を使用していましたが、平成 23年 4月に全ての事業で使用料

体系を統一しました。 

使用料体系は従量制（基本料金設定）です。基本料金は、1カ月 10

㎥までで、それ以上は増加に従って 2段階の累進制となっています。

使用料算定の考え方として、施設の維持管理に要する経費を使用料

で回収することを基本としています。 

 

一般汚水 使用料（1月につき）（税込み） 

基本料金 10 ㎥までの分 1,650円 

超過料金 

（1㎥につき） 

10 ㎥を超え 

20 ㎥までの分 
137.5円 

20 ㎥を超える分 214.5円 
 

その他の使用料 

体 系 の 

概要・考え方 

 

 平成 23 年 4 月から、従量制の公衆浴場等汚水単価を導入しまし

た。現在、該当施設は 10施設あります。 

 

公衆浴場等汚水使用料（税込み） 

1㎥につき 99円 

  

＜対象施設＞ 

(1)公衆浴場法（昭和 23年法律第 139号）第 2条第 1 項の規定によ

り島根県知事の許可を受けた公衆浴場 

(2)老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 15 条第 3 項又は第 4

項の養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの浴場施設 

(3)老人福祉法第 15条第 5項の軽費老人ホーム又は老人福祉センタ

ーの浴場施設 

(4)介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 8条第 28 項の介護老人

保健施設の浴場施設 
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（税込み） 

 
条例上の使用料 *2 

（20㎥あたり） 

実質的な使用料 *3 

（20㎥あたり） 

平成 30年度 2,970円 3,609円 

令和元年度 

令和元年10月1日 

消費税率改定 

3,025円 3,472円 

令和 6年度 3,025円 3,873円 

 

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における 20 ㎥あたりの使用料（月額）をいう。 

*3 実質的な使用料とは、使用料収入（税込み）の合計を有収水量の合計で除した値に 20 ㎥を乗じたもの（家庭用

のみでなく公衆浴場等を含む）をいう。なお、平成 30 年度及び令和元年度については、全ての下水道事業が地方

公営企業法非適用であるため、収入額ベースの使用料収入で算出している。 

 

  参考として、令和 6 年 3 月末現在の島根県内 8 市の使用料（20 ㎥/月使用時）について

下記のとおり表しています。 

  動力費や資材費、人件費等の高騰を受け、各市が使用料適正化の実施に踏み切る中、当

市は現時点で使用料の見直しに着手しておらず、県内で最も低いレベルとなっています。 

 現在整備中の浜田処理区の供用開始により、使用料収入は増加する見込みですが、高騰

する経費により、経営状況は厳しくなることが想定されるため、使用料水準の適正化に向

けて取り組む必要があります。 

 

令和 6年 3月 31日現在 県内 8市使用料（経営比較分析表より 20㎥/月当たり家庭料金、税込み） 
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③ 組織 

                        （令和 7年 4 月 1日現在） 

事業運営 

組織 

 

本市上下水道部は、3 課 8 係で構成されています。このうち、下水道

事業に係る組織体制は、水道管理課、下水道課の 2 課、企画経理係、料

金係、整備係、施設係の 4係体制となっています。 

 

上下水道部 組織図 

 

令和 4年 10月の機構改革における管理部門の一元化により、下水道事

業に係る予算編成・執行事務、使用料に係る事務を水道管理課の職員が

担当しています。 

 

上下水道部長

水道管理課長

企画経理係

下水道支弁職員 2

料金係

下水道支弁職員 1

工業用水道係

工務課長

計画係

工務係

水源係

下水道課長

整備係

施設係
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職 員 数 

下水道事業の職員数 

・損益勘定 従事職員 7名（課長 1名、施設係 2名、整備係 1名、 

企画経理係 2名、料金係 1名） 

・資本勘定 従事職員 5名（整備係 4名、施設係 1名） 

このうち、正規職員が 10名、会計年度任用職員が 2名となっています。 

下

水

道

課 

下水道課長 1名 下水道事業総括 

整 備 係 5名 
下水道事業企画・認可・設計・施行

等 

施 設 係 3名 調査・指導・維持管理・台帳整備等 

水

道

管

理

課 

企画経理係 2名 予算編成・執行管理、経理 

料金係 1名 使用料の賦課徴収 

合 計 12名  

 

上下水道部で行っている下水道事業は次の 6事業です。 

   ■公共下水道事業 

   ■特定環境保全公共下水道事業 

   ■農業集落排水事業（集合処理） 

   ■漁業集落排水事業 

   ■生活排水処理事業 

   ■個別排水処理事業（個別処理） 

 

また、下水道処理区域外で合併処理浄化槽を設置する個人住宅等に対

して、補助金を交付しています。 

 

*4 利益や損失に係る科目 

*5 固定資産の取得、処分に係る科目 

*6 広島広域都市圏の事業による広島市からの派遣職員 1名を含む。 

 

 

  

*5 

*6 

*4 



~ 11 ~ 

（2）民間活力の活用等  

                              （令和 7年 4 月 1日現在） 

民間活用

の状況 

ア 民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

＜民間に委託している業務＞ 

・下水道施設維持管理 

・中継ポンプ場監視情報配信 

・汚泥処理 

・緊急対応 

・水質検査 

・消防設備点検 

・電気保安 

・下水道台帳データ入力 

・下水道台帳保守 

・メーター検針 

・公営企業会計支援 

・料金システム保守 

イ 指定管理者制度 該当なし 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ 

公民連携事業 

・管渠整備…設計施工一括発注方式 

・処理場整備…技術提案・交渉方式 

資産活用

の状況 

ア エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等）*7 
該当なし 

イ 土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等）*8 
該当なし 

 

*7  「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につな

がる取組を指す。 

*8  「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単

純な売却は除く）。 
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（3）主な経営健全化の取組 

 

経営健全化を図るための主な取組は、以下の 7項目です。 

 

1 公営企業会計移行   完了  

令和 2 年 4 月に、財務状況（資産や負債など）や損益状況の明確化により、中長

期的に安定した持続可能な経営計画の策定に役立てるとともに、説明責任の向上を

図ることを目的として、公共下水道事業（特定環境保全公共下水道を含む）を公営

企業会計に移行しました。 

令和 6年 4月には農業集落排水事業（個別処理を含む）、漁業集落排水事業、生活

排水処理事業についても公営企業会計に移行し、公共下水道事業も併せて「下水道

事業会計」に一本化し、地方公営企業法の規定の全部を適用しました。 

引き続き、経営健全化のツールとして公営企業会計に基づく経営指標を活用して

いきます。 

 

2 集落排水施設の公共下水道への統合事業   継続  

老朽化が進んでいる集落排水施設について、処理能力に余力がある特定環境保全

公共下水道三保三隅処理場（三保三隅浄化センター）に接続することにより、汚水

処理の効率化及び施設の更新投資額の縮減を図る取組を実施しています。 

令和 3 年 4 月の地方地区農業集落排水施設に続き、令和 4 年 4 月には福浦・古湊

地区漁業集落排水施設を統合しました。 

さらに、令和 5 年 2 月に策定された「島根県汚水処理事業広域化・共同化計画」

に基づき、令和 12 年 4 月には岡見地区農業集落排水施設を、令和 13 年 4 月には須

津地区漁業集落排水施設を、特定環境保全公共下水道三保三隅処理場へ統合するこ

ととしています。 

 

3 旭浄化センター汚泥処理施設の改築   完了  

築年数が進み、故障リスクが増加している旭浄化センターの汚泥処理施設を改築

し、汚泥の場外処理を行うことで動力費や施設委託料等のランニングコストを縮減

する取組を行いました。このことにより、周辺への臭気防止効果も図られました。 

 

4 水道料金と下水道使用料の徴収一元化   完了  

令和 5年 10月から事務の効率化、経費節減、お客様の利便性向上を図るため、水道

料金及び下水道使用料の徴収一元化を行っています。 

このことにより請求、収納事務に係る経費の削減、お客様の納付手続きの簡素化に

一定の効果がありました。 
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5 普及啓発による接続促進   継続  

既存の処理区の接続率向上策として、未接続世帯への個別訪問による接続勧奨を

行っています。 

また、現在整備中の浜田処理区については、収入の核となる使用料確保のため、

接続促進策について他団体の事例も参考にしながら検討します。 

その他、ご当地マンホールカードの製作、配布、及び処理場汚泥の再資源化によ

る堆肥を住民へ配布することにより、下水道事業への関心、理解を得る取組を行っ

ています。 

 

6 下水道分野におけるウォーターＰＰＰの導入   新規  

ウォーターＰＰＰとは、上下水道事業における民間活力を活用した施設の維持、

更新に係る手法であり、職員不足、施設の老朽化、使用料収入の減少等、地方公共

団体が抱える課題を解決し、上下水道事業の持続性を向上させるために有効な手法

の一つです。 

本市では、下水道サービスを将来にわたり安定的に提供することを目指し、令和

6年度の事前検討を経て、管理更新一体型マネジメント方式（レベル 3.5）に関する

導入可能性調査を令和 7年度に実施し、導入に向けて準備を行います。 

なお、同手法を導入決定済みであることが令和 9 年度以降の汚水管改築に対する

社会資本整備総合交付金の交付要件となっています。 

 

7 自治体ＤＸの推進   新規  

現在紙媒体で受け付けている地下埋設物占用者協議について、業務効率化を目的

とした地下埋設物立会受付 Webシステムの導入に着手していきます。 

また、作業効率の向上と今後のウォーターＰＰＰ導入後の委託業者等との情報共

有や災害対応時のデータ活用も見据え、ネットワーク未接続の現行の下水道管路台

帳システムと設備台帳システムのクラウド化について、事業者のヒアリングを行い、

研究を進めています。 

 

 

3. 現状分析 

本市では、浜田駅を中心とした市街地において令和 8 年度末の一部供用開始を目指し、

公共下水道を整備しています。 

(1) 整備状況 

その他の事業（特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、

生活排水処理事業）については、新たな整備予定はありません。 
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(2) 普及状況 

 下水道事業全体の汚水処理人口普及率は、令和 6年度末で 50.6％となっています。 

供用中の処理区については、人口減少の影響や、ウッドショック、コロナ禍、物価高騰

等により住宅新築件数が伸び悩んでおり、目標達成のためには引き続き下水道への接続勧

奨や合併処理浄化槽への転換の働きかけなど一層の取り組みが必要です。 

 

(3) 各事業における現状分析 

① 公共下水道事業 

公共下水道事業は、令和 8 年度末の一部供用開始に向け管路、処理場の整備を推進して

おり、令和 6年度末企業債残高は 572,300千円となっています。 

 

② 特定環境保全公共下水道事業 

令和 6 年度使用料収入（調定額）の決算額は 94,624 千円（税抜き）で、前年度に比べ

2,723千円（2.8％）の減となっています。前経営戦略における予測値（税抜換算）と比較

すると、令和 6年度で 10,824千円の減となっており、これは想定以上の人口減少や事業者

の廃業等の影響による下振れが要因です。 

 

令和 6 年度末での企業債残高は 3,144,974 千円です。建設改良事業や、企業債元利償還

金に充当するための企業債を借り入れています。 

 

③ 農業集落排水事業、漁業集落排水事業、生活排水処理事業 

農業集落排水事業の令和 6 年度使用料収入（調定額）の決算額は集合処理 60,889 千円

（税抜き）、個別処理 731 千円（税抜き）の計 61,620 千円で、前年度の 62,173 千円に比

べ 553千円（0.9％）減となりました。平成 29年 3月に策定した経営戦略の令和 6年度使

用料予測値（税抜換算）83,637千円と比較すると 22,017千円の減となっています。主な

要因は、令和 3 年 4 月に地方地区を特定環境保全公共下水道三保三隅処理区へ統合した

ことによるものです。 

令和 6 年度末での企業債残高は 2,463,410 千円です。建設改良事業や、企業債元利償

還金に充当するための企業債を借り入れています。 

R4 R5 R6

特環 102,779 97,347 94,624

前回戦略予測値 108,885 104,435 105,448

0

20,000
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100,000
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特定環境保全公共下水道事業 使用料実績の推移



~ 15 ~ 

 

 

漁業集落排水事業の令和 6 年度使用料収入（調定額）の決算額は 4,054 千円（税抜き）

で、前年度 4,140千円に比べ 86千円（2.1％）減となりました。 

平成 29年 3月に策定した経営戦略の令和 6年度使用料予測値（税抜換算）12,656千円

と比較すると 8,602千円の減となっています。主な要因は、令和 4年 4月に福浦・古湊地

区を特定環境保全公共下水道三保三隅処理区へ統合したことによるものです。 

令和 6 年度末での企業債残高は 92,656 千円で、建設改良事業や、企業債元利償還金に

充当するための企業債を借り入れています。 

 

   

 

生活排水処理事業の令和 6 年度使用料収入（調定額）の決算額は 15,079 千円（税抜き） 

で、前年度 15,229千円に比べ 150千円（1％）減となりました。 

平成 29 年 3 月に策定した経営戦略の令和 6 年度使用料予測値（税抜換算）16,665 千円

と比較すると 1,586 千円の減となっています。主な要因は想定以上の人口減少によるもの

です。 

令和 6年度末での企業債残高は 118,522千円で、建設改良事業や、企業債元利償還金に

充当するための企業債を借り入れています。 
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(4) 経営比較分析表を活用した現状分析 

別紙 「経営比較分析表」（53ページから 57ページに掲載）のとおり（農業集落排水事

業、漁業集落排水事業、生活排水処理事業については、令和 5 年度までは地方公営企業法

非適用） 

 

下水道事業は、生活環境の改善・公共用水域の水質保全等、保健衛生・環境行政の面

を強く持っており、元来多額の利益の見込める事業ではありません。 

特に、本市の事業は地理的条件や人口密度の低さから採算性が低く、経営は一般会計

からの繰入に大きく依存しています。そのため、収入の確保を図り、経費削減に努め、

経営の効率化・健全化に取り組む必要があります。 

 

1  流動比率 

流動比率は短期的な債務に対する支払能力を表す指標で、100％以上であることが必

要です。 

一般的に、100％を下回る場合は支払能力を高めるための経営改善を図っていく必要

があります。 

本市の流動比率は令和 5 年度時点で 15.12％と 100％を下回っていますが、これは翌

年度に返済する企業債償還金の額が多大であることが影響しています。企業債償還金

は、当該年度の資本費平準化債収入や損益勘定留保資金、一般会計出資金を財源として

おり、この企業債償還金の影響を除いた令和 5年度の流動比率は 161.85％となり、100％

を超えています。 
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2 経費回収率 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表す指

標です。 

特定環境保全公共下水道事業の経費回収率は、令和 5 年度時点で 63.08％となってお

り、類似団体平均に比べて 7.63 ポイント低くなっています。また、令和 6 年度の本市

の比率は 61.90％となっています。 

汚水処理経費の約 4割を繰入金で賄っている状況であり、適正な使用料収入の確保と

汚水処理費の削減が求められます。 

農業集落排水事業の集合処理（令和 5年度末時点 地方公営企業法非適用）の経費回

収率は 43.31％となっており、類似団体平均に比べ 8.74ポイント低くなっています。汚

水処理経費の約 6割を繰入金で賄っている状況です。また、個別処理（令和 5年度末時

点 地方公営企業法非適用）の経費回収率は 100％となっており、類似団体平均に比べ

54.45 ポイント高くなっています。企業会計移行に伴う打切り決算により、維持管理経

費の支出の一部が当該年度中に発生しなかった特殊要因によるものです。 

なお、企業会計移行初年度の農業集落排水事業全体（集合処理と個別処理の合計）の

令和 6年度の経費回収率は 57.52％となっています。 

漁業集落排水事業（令和 5 年度末時点 地方公営企業法非適用）の経費回収率は

41.02％となっており、類似団体平均に比べ 5.43ポイント低く、汚水処理経費の約 4割

しか使用料で回収できていない状況です。 

なお、企業会計移行初年度の令和 6年度の比率は 46.73％となっています。 

生活排水処理事業の経費回収率（令和 5 年度末時点 地方公営企業法非適用）は

39.84％となっており、類似団体平均に比べ 16.22ポイント低くなっています。 

なお、企業会計移行初年度の令和 6年度の比率は 41.65％となっています。 

【特定環境保全公共下水道事業】 

 
類似団体 

平均 

 

浜田市 

（単位：％） 流動比率 
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（注） 特環は公営企業会計による数値（R1 は特別会計のため数値なし）。農集（集合）、農集（個別）、漁集、生排は R5 まで

特別会計による数値で作成している。 

 

3 汚水処理原価 

有収水量1㎥当たりの汚水処理に要した費用で、汚水資本費及び汚水維持管理費の両

方を含めた汚水処理に係るコストを表す指標で、経年比較や類似団体との比較等による

状況の把握及び分析に活用できます。 

 特定環境保全公共下水道事業の令和5年度汚水処理原価は278.59円となっており、類

似団体平均と比べ45.44円高くなっています。地理的条件や人口密度の低さから汚水処

理費が高くなっています。 

 農業集落排水事業、漁業集落排水事業、生活排水処理事業についても類似団体平均よ

り高い傾向があります。 

  

（注） 特環は公営企業会計による数値（R1は特別会計のため数値なし）。農集（集合）、農集（個別）、漁集、生排は R5まで 

特別会計による数値で作成している。 

（単位：％） 

（単位：円） 
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4 水洗化率（接続率） 

現在処理区域内人口のうち、実際に下水道等に接続して汚水を処理している人口の

割合を表す指標で、公共用水域の水質保全や使用料収入の増加等の観点から100％とな

っていることが望ましいとされています。 

特定環境保全公共下水道事業の水洗化率は令和 5 年度末で 78.12％となっており、類

似団体に比べ 6.61 ポイント低くなっています。特に国府処理区の水洗化率の低さは、

整備期間が長期化し処理区域内の住民の高齢化が進んだことや、合併処理浄化槽の普及

により、接続が進まなかったことが要因と考えられます。 

農業集落排水事業の集合処理分では 81.72％で、類似団体に比べ 2.24ポイント低くな

っています。三隅地域の河内処理区で水洗化率が低く、個別訪問等で接続勧奨の取組を

行っています。 

 

（注） 特環は公営企業会計による数値（R1 は特別会計のため数値なし）。農集（集合）、農集（個別）、漁集、生排は R5 まで

特別会計による数値で作成している。 

 

5 有形固定資産減価償却率 

保有している有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるか

を表す指標で、資産の老朽化（経年化）の度合いを示しています。数値が100％に近い

ほど老朽化が進んでいることを示しており、施設の安全性などの観点から更新の必要

性を推測することができます。 

 本市の特定環境保全公共下水道事業は 46.75％で、類似団体平均に比べ 19.98 ポイン

ト高くなっています。 

 下水道事業の類似団体区分は供用開始後年数で区分されており、本市の区分は D2：供

用開始後 15年以上となっていますが、本市は約 20年が経過しており、機械を中心に耐

用年数に到達している資産が増加しています。 

（単位：％） 
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各事業で把握、分析した上記の結果を、今回の経営戦略の見直しに反映していくことと

します。 

 

 

  

【特定環境保全公共下水道事業】 

（単位：％） 有形固定資産減価償却率 
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(5) 将来の事業環境 

① 処理区域内人口の予測 

人口の推計にあたっては、計画期間内の令和 13年度までは過去の実績を基に回帰分析手

法により推計を行いました。 

また、令和 14年度以降については前年度の予測人数に対し、浜田市総合振興計画後期基

本計画の人口予測から算出した 1年度当たりの変化率を乗じて予測を行いました。 

なお、公共下水道事業（浜田処理区）については、現在整備中であることから事業計画

を基に推計を行いました。 

 

  

  処理区域内人口の予測                     （単位：人） 

事業名 令和 6年度 令和 13年度 令和 33 年度 

公共下水道事業 － 2,031 1,476 

特定環境保全公共下水道事業 6,960 5,849 4,252 

農業集落排水事業*9 3,863 3,110 2,289 

漁業集落排水事業 264 125 90 

生活排水処理事業 754 609 444 

合  計 11,841 11,724 8,551 
  *9  農業集落排水施設に編入した岡見住宅団地に係る人口を含んでいる（令和 6年度は 215人）。 
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② 接続人口の予測 

また、使用料収入に大きく影響を与える接続人口の推計を行いました。 

人口推計にあたっては、処理区域内人口と同様に、過去の実績、事業計画を基に推計を

行いました。 

 

 

 

接続人口の予測                        （単位：人） 

事業名 令和 6年度 令和 13年度 令和 33 年度 

公共下水道事業 － 1,090 1,190 

特定環境保全公共下水道事業 5,466 5,095 3,704 

農業集落排水事業*10 3,224 2,168 1,577 

漁業集落排水事業 254 15 15 

生活排水処理事業 754 609 444 

合  計 9,698 8,977 6,930 
*10  農業集落排水施設に編入した岡見住宅団地に係る人口を含んでいる（令和 6年度は 215人）。 

また、令和 12年 4 月に岡見地区農業集落排水施設、令和 13年 4 月に須津地区漁業集落排水施設を特定環境 

保全公共下水道三保三隅処理場に統合する影響を考慮 

 

公共下水道（浜田処理区）の整備により、接続人口は一時的に増加が見込めるものの、

既存事業（特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業等）の処

理区域内人口の減少により、全体として減少が見込まれます。 

浜田処理区の接続促進のための取組を検討するとともに、既存の処理区を中心に個別訪

問などの啓発活動を行い、接続率向上の取組を引き続き行っていく必要があります。 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

R
1
5

R
1
6

R
1
7

R
1
8

R
1
9

R
2
0

R
2
1

R
2
2

R
2
3

R
2
4

R
2
5

R
2
6

R
2
7

R
2
8

R
2
9

R
3
0

R
3
1

R
3
2

R
3
3

接続人口（実績及び予測）

公共

生排

漁集

農集+個別

特環

（単位：人）

（単位：人） 

予測 実績 



~ 23 ~ 

③ 使用料収入の予測 

使用料収入の推計にあたっては、既存の処理区については令和 6 年度決算額に対し、以

下のとおり変化率を用いて試算しました。 

また、今後供用開始を予定している浜田処理区については、事業計画及びシミュレーシ

ョンを基に推計を行いました。 

・基本使用料 

「国土交通省 国土技術政策総合研究所の将来人口世帯予測ツール」により算出され 

た世帯数予測に、令和 6年度末浜田市世帯数実績との乖離を加味し推計した上で、変化

率を算出して試算 

・超過水量使用料 

水量：接続人口予測の変化率を用いて試算 

 
*11 地方公営企業法全部適用後の数値のみを記載 

 

使用料実績及び推計（税抜き）                   （単位：千円） 

事業名 令和 6年度 令和 9年度 令和 13年度 

公共下水道事業 － 8,700 54,745 

特定環境保全公共下水道事業 94,624 88,641 89,962 

農業集落排水事業*12 61,620 56,996 47,677 

漁業集落排水事業 4,054 3,279 202 

生活排水処理事業 15,079 14,160 12,550 

合  計 175,377 171,776 205,136 
*12 農業集落排水施設に編入した岡見住宅団地分も含んでいる。 

既存の処理区の使用料は減収を見込んでいます。要因は、人口減少による処理区域内人

口及び接続人口の減です。 

一方、浜田処理区（公共）は令和 8 年度末の一部供用開始を想定して増収を見込んでい

ます。 
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④ 施設の現状と見通し 

【特定環境保全公共下水道事業】 

特定環境保全公共下水道事業の下水道施設は、3ページに記載のとおり、いずれの事業の

処理区も供用開始から 20年以上経過しています。 

施設の状況は以下に示すとおり、平成 7年度から平成 8年度、平成 10年代に取得した資

産が多くなっています。 

平成 7年度から平成 8年度は三保三隅処理区の旧漁業集落排水福浦地区、平成 13年度か

ら平成 17 年度には三保三隅処理区、旭処理区、国府処理区（第 1 期）の整備を行ってお

り、特に、機械、電気設備の耐用年数が 15 年から 20 年となっているため、これらの影響

により平成 29年度から耐用年数超過率が高くなっています。 

 
 

本市では、ストックマネジメント計画に基づき、適正な管理や早期改修により耐用年数を

延伸することにより、設備投資の増加の抑制を図っていきます。 

年平均更新需要は 202,996千円となっていますが、ストックマネジメント計画に基づく調 

査点検により施設等の状況を把握の上、優先順位付けを行い、年間 50,000千円から 60,000 

千円の事業規模で改築・更新を行うことにしています。 

なお、浜田処理区の整備終了後は、安定的な汚水処理実施のため、更新スピードを早める

必要があり、更新計画について改めて検討する必要があります。 

事業の財源は国県補助金や企業債となりますが、特に近年全国的に管路の老朽化による破 

損に起因する道路陥没事故が相次いだこともあり、国の支援が管路更新に優先的に配分され 

る傾向にあることから、機械・電気の更新に充てる国県補助金の確保が課題となっています。 

また、老朽化が進行している農業集落排水施設や漁業集落排水施設について、令和 3年 4 

月に地方地区農業集落排水施設を、令和 4年 4月に福浦・古湊地区漁業集落排水施設をそれ 

ぞれ特定環境保全公共下水道の三保三隅処理場へ統合し、更新需要の抑制に努めています。 
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令和 7年度から令和 33年度までの年平均更新需要額は以下のとおりです。 

 

 

【農業集落排水事業】 

本市では、最適整備構想、長寿命化計画に基づき、適正な管理や早期改修により耐用年

数を延伸することにより、設備投資の増加を抑制していきます。 

農業集落排水事業の下水道施設は、4 ページに記載のとおり、弥栄地域の安城処理区の

29年を筆頭に、その他の処理区でも 15年以上が経過しています。 

施設の状況は以下に示すとおり、平成 6 年度から平成 8 年度、平成 16 年度から平成 22

年度に取得した資産が多くなっています。 

特に平成 16 年度から平成 22 年度には美川、雲城、旭、三隅の各処理区で整備を行って

おり、平成 29年度以降は同地区の機械、電気設備の耐用年数到来により耐用年数超過率が

高くなっています。 
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 令和 7年度から令和 33年度までの年平均更新需要額は以下のとおりです。 

  

農業集落排水事業については、これまで国県補助金を活用した機能強化対策事業で処理

場機械の改築などを実施してきましたが、同事業が令和 8 年度で終了するため、今後は特

に優先順位の高いマンホール蓋やマンホールポンプの更新、マンホール更生を年 16,000千

円程度の事業規模で実施することにしています。 

また、岡見処理区の特定環境保全公共下水道三保三隅処理区への統合により、更新需要

の抑制に努めます。 

 

【漁業集落排水事業】 

令和 4 年度に処理人口の多い福浦・古湊処理区について特定環境保全公共下水道三保三

隅処理区に統合しており、残る処理区は、青浦処理区、須津処理区のみとなっています。5

ページに記載のとおり、青浦処理区を平成 12 年度に、須津処理区を平成 13 年度に整備し

ています。 

今後、施設の適切な管理運営を行うためにも、更なる処理施設の集約化等を図っていく

必要があります。 

令和 13年度における施設の耐用年数超過率は 71％を超え、令和 33年度には 80％を超過

し、平成 10 年代に取得した資産についても、資産の償却年限到達のピークは令和 30 年代

前半になる見込みです。 
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（単位：千円）
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令和 7年度から令和 33年度までの年平均更新需要額は以下のとおりです。 

 

 

須津処理区の特定環境保全公共下水道三保三隅処理区への統合により、更新需要の抑制

に努めますが、年平均 1,222 千円の改築・更新需要が見込まれるため、計画的な建設改良

のための予算の確保が課題です。 

 

【生活排水処理事業】 

生活排水処理事業の施設は、6ページに記載のとおり、旭、弥栄、三隅のいずれの処理

区も平成 17年度に供用開始しており、整備は平成 27年度に終了しました。 

市が設置した浄化槽の耐用年数は 28年、個人から受贈した浄化槽は 9年から 27年とな

っており、耐用年数の到来により、耐用年数超過率が令和 16年度から急激に上昇する見

込みです。 
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令和 7年度から令和 33年度までの年平均更新需要額は以下のとおりです。 

 

設置から 30年以上が経過している浄化槽もあり、劣化がひどく修繕では対応できないも

のについて、年 1基程度、年平均 2,000千円の更新需要を見込んでいます。 
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⑤ 経費回収率の予測 

 公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業  

本事業の経費回収率は、令和 6年度実績で 61.90％となっています。 

物価高騰傾向等を考慮し、昨今の社会情勢を反映するとともに、維持管理経費の増加、

施設の老朽化による修繕需要の増加を見込んでいます。 

また、浜田処理区の整備事業の完了に伴い、維持管理業務の増加が見込まれるため、職

員の担当業務の変更（建設改良事業従事職員から維持管理業務従事職員）による経費増を

見込んでいます。 

一方で、使用料収入については想定以上の人口減少や事業者の廃業等の影響により、前

経営戦略の試算値と比べて下振れする見込みです。 

これらの状況から、令和 13 年度は前経営戦略の計画値 80％に対し 67.9％と計画を下回

る見込みです。このため、今後、浜田処理区内から要望が出ている接続促進策の検討を進

め、接続率の向上に取り組むことで、経費回収率の改善を図ります。また、浜田処理区の

使用料収入の状況を見ながら、令和 18 年度には経費回収率 80％を達成できるように、使

用料の適正化も含めて検討を進めていきます。 

 

（経費回収率の実績及び見込み）            （単位：％） 

公共＋特環 R6（実績） R8（見込み） R13（見込み） 

前回目標値（A） － 55.0 80.0 

実績・見込値（B） 61.9 48.8 67.9 

差（B）-（A） － ▲6.2 ▲12.1 

 

（単位：千円） 

公共＋特環＊13 R6（実績） R8（見込み） R13（見込み） 

使用料 94,624 89,965 144,707 

汚水処理経費 152,871 184,518 213,174 

経費回収率 61.9% 48.8% 67.9% 
 

*13 令和 12 年 4 月に岡見処理区を、令和 13年 4 月に須津処理区を特定環境保全公共下水道三保三隅処理区に統合

する影響を考慮。なお、浜田処理区の接続促進策による収入増の効果は見込んでいない。 
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 農業集落排水事業、漁業集落排水事業、生活排水処理事業  

 これらの事業も、汚水処理経費の一部しか賄えていない現状であり、公共下水道・特定

環境保全公共下水道事業と同様に、今後の経費増と収入減を見込んでいます。 

今後の見通しについては以下のとおりです。 

（単位：千円） 

農集（個別分含む）＊14 R6（実績） R8（見込み） R13（見込み） 

使用料 61,620 58,036 47,677 

汚水処理経費 107,133 143,999 138,747 

経費回収率 57.5% 40.3% 34.4% 

 

漁集＊15 R6（実績） R8（見込み） R13（見込み） 

使用料 4,054 3,498 202 

汚水処理経費 8,675 13,302 7,590 

経費回収率 46.7% 26.3% 2.7% 

 

生排 R6（実績） R8（見込み） R13（見込み） 

使用料 15,079 14,558 12,550 

汚水処理経費 36,204 39,908 39,908 

経費回収率 41.7% 36.5% 31.4% 

 
*14 令和 12 年 4 月に岡見処理区を特定環境保全公共下水道三保三隅処理区に統合する影響を考慮 

*15 令和 13 年 4 月に須津処理区を特定環境保全公共下水道三保三隅処理区に統合する影響を考慮 
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（今後の使用料の考え方について） 

収入の核となる使用料については、浜田処理区の供用開始及び接続促進策による接続率

の推移にも着目し、収入増加の状況を見ながら、使用料の適正化に向けた検討に着手しま

す。 

 

⑥ 企業債残高の見通し 

本事業の収支に大きく影響を与える企業債残高の見通しは、下図のとおりです。 

公共下水道事業（特定環境保全公共下水道事業分含む）は現在浜田処理区整備事業を推

進中であること、また、令和 6 年度の資本費平準化債の制度拡充により発行可能額が大幅

に増加するため、令和 10年度まで増加を続けますが、整備終了後は償還額が借入額を上回

ることから徐々に減少に転じていく見込みです。 

農業集落排水事業については、資本費平準化債の制度拡充により令和 6 年度に一旦増加

しますが、令和 7 年度以後は同起債の発行可能額が徐々に減少し、償還額が借入額を上回

ることから減少に転じていきます。 

漁業集落排水事業、生活排水処理事業については新たな企業債の借入予定もないため、

漁業集落排水事業については令和 13 年度に、生活排水処理事業については令和 37 年度に

償還が終了します。 

 

 

 

 

 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

R
1
5

R
1
6

R
1
7

R
1
8

R
1
9

R
2
0

R
2
1

R
2
2

R
2
3

R
2
4

R
2
5

R
2
6

R
2
7

R
2
8

R
2
9

R
3
0

R
3
1

R
3
2

R
3
3

（単位：千円）企業債残高の見通し

生排

漁集

農集（個別含む）

公共・特環



~ 32 ~ 

 
 

資本費平準化債の借入により、一般会計からの繰入金（出資金）を抑制することはでき

ますが、企業債残高の償還スピードは遅くなり、利払い負担も膨らみます。 

今後、施設の改築・更新需要が高まるなか、効率的な施設のあり方を選択し、実施して

いくことで、企業債負担を管理していく必要があります。 
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上下水道部長

水道管理課長

企画経理係

うち下水道支弁 2

料金係

うち下水道支弁 1

工業用水道係

工務課長

計画係

工務係

水源係

下水道課長 整備係（5）

施設係（3）

⑦ 組織の見通し 

現在、下水道事業会計で支弁する職員総数は 12名です。 

今後、浜田処理区整備事業の完了に伴い、下水道課内における担当業務の変更（建設改

良事業従事職員から維持管理業務従事職員）をはじめ、上下水道部全体で改めて組織の見

直しを行い、効率化・合理化を進めます。 

 

 

 

 

 

  

水道管理課職員（R7.4.1 現在） 

下水道事業支弁 3名 

下水道課職員（R7.4.1現在） 9名 
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4. 経営の基本方針 

本市は、住民に清潔で快適な生活をもたらすのみならず、河川等の水質を保全し、

海の資源を豊かにするために下水道整備を進めています。 

環境保全への効果が特に高く見込まれることから、公共施設や事業所が多い浜田

市の中心市街地（浜田処理区）の下水道整備事業を実施しています。 

 

そのための経営基本方針は、次のとおりです。 

 

     
 

○適切で計画的な事業執行 

1）浜田処理区整備事業においては、早期に効果が発現できるよう、公民連携手法

の導入により、早期整備完了に努めます。 

2）施設の老朽化等による改築・更新需要が高まるなか、各種計画に基づき、計画

的な改築・更新を行い、施設の長寿命化を図ります。 

 

○収入の確保 

1）財政基盤強化のため、経費回収率の目標値を定め、コスト管理に努めます。 

2）収入の基盤である使用料収入確保のため、接続率向上に向けた普及啓発を行う

とともに、公平性の観点からも債権管理を適切に行い、使用料を確実に収入し

ます。 

3）国県補助金を活用するとともに、企業債の発行総額を管理し、企業債の元利償

還が毎年の事業費を圧迫しないよう、企業債残高の抑制に努めます。 

4）事業実施において支障とならないよう、資金需要を精査し資金調達を行います。 

 

○水洗化の促進 

1）下水道の役割に対する理解を深めるための啓発活動を推進します。 

2）浜田処理区の早期接続のための支援策を検討し、水洗化率の向上を図ります。 
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5. 投資・財政計画（収支計画） 

(1) 投資・財政計画（収支計画） ：別紙「投資・財政計画」（58 ページから 65 ページに掲

載）のとおり 

中長期的な投資及び財源の推計を行い、指標ごとに前経営戦略の試算値について適切で

あるかどうか検証しました。 

 人口減少による接続人口の減少見込み、コロナ禍以降の物価高騰や人件費の上昇等の影

響もあり、浜田処理区の供用開始時期が令和 8 年度末となる見込みを踏まえ、公共下水道

事業及び特定環境保全公共下水道事業の経費回収率について、令和 13年度の目標値の見直

しが必要であると判断しました。（詳細は、29ページに記載のとおり） 

 目標の見直しにあたっては、今後取り組む浜田処理区の接続促進策による使用料収入の

増効果を考慮に入れた数値設定としています。 

なお、具体的な取組については、「経費回収率向上に向けたロードマップ」に示します。 

  
R6 

（現状値） 

R8 

（見込値） 

R13 

（目標値） 

汚水処理人口普及率（年度末） 50.6% 53.6% 58% 

接
続
率 

 公共・特環 78.5% 59.2% 73% 

 農集（集合分） 83.2% 82.0% 82% 

 漁集 96.2% 96.0% 94% 

 生排 － － － 

経
費
回
収
率 

 公共・特環 61.9% 48.8% 69% 

 農集 57.5% 40.3% 35% 

 漁集 46.7% 26.3% 3% 

 生排 41.7% 36.5% 32% 
＊16  令和 8 年度末に浜田処理区の一部供用開始予定であり、接続率向上の取組により今回計画の最終年度に向け

て経費回収率の向上を目指します。 

＊17  漁業集落排水事業（漁集）は、令和 13年 4 月に須津地区が特定環境保全公共下水道三保三隅処理区に統合

し、青浦処理区のみとなります。このことにより、使用料収入は前年度比 92％、汚水処理費は前年度比

43％の減少を見込んでおり、経費回収率が大きく低下します。 

 

 

（参考）浜田処理区の接続人口見込み               （単位：人） 

 R9 R10 R11 R12 R13 

接続人口見込み 67 150 476 1,051 1,090 

 

＊17 

＊16 
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(2)投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

①  収支計画のうち投資についての説明 

【投資の目標】 

本市の令和 6年度末の汚水処理人口普及率は 50.6％で、島根県平均の 84.4％を大きく下

回っています（島根県西部４市の平均は 54.3％）。 

汚水処理人口普及率向上のため、令和 2 年度より浜田処理区下水道整備事業に着手し、

令和 8年度末の一部供用開始に向け、整備を推進中です。 

また、合併処理浄化槽設置助成事業の制度周知を継続し、浄化槽設置基数の増加により、

普及率の向上に引き続き取り組みます。 

この取組により、汚水処理人口普及率 58％を目指します。 

 

  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

（単位：人、％）行政区域内人口と汚水処理人口普及率

行政区域内人口 汚水処理人口普及率

実績 予測 



~ 38 ~ 

令和 6年度末の汚水処理人口普及率は以下のとおりです。 

 

 

  （注） 浄化槽については設置時の種類で記載しており、譲渡を受けた浄化槽は市設置浄化槽には含んでいません。 

 

  

令和6年度末　汚水処理人口普及率

特定環境保全
公共下水道

農業集落排水
（集合処理）

漁業集落排水
コミュニティ・

プラント

浄化槽設置整備
（個人設置）
※補助あり

市設置浄化槽
農業集落排水
（個別処理）

その他
（個人設置）
※補助なし

汚水処理
合計

未処理

普及人口（人） 6,960 3,599 264 1,423 5,083 754 49 6,180 24,312 23,736
普及率（％） 14.5 7.5 0.6 3.0 10.6 1.6 0.1 12.9 50.6 49.4

行政人口：48,048人

特定環境保全

公共下水道

6,960人

14%
農業集落排水

（集合処理）

3,599人

7.5%

漁業集落排水

264人

0.6%

コミュニティ・

プラント

1,423人

3.0％

浄化槽設置整備

5,083人

10.6%
市設置浄化槽

754人

1.6%
農業集落排水

（個別処理）

49人

0.1%

その他6,180人

12.9%

未処理23,736人

49.4%

令和6年度末 汚水処理人口普及状況

特定環境保全

公共下水道

農業集落排水

（集合分）

漁業集落排水

コミュニティ・

プラント

浄化槽設置整備

（個人設置）

市設置浄化槽

農業集落排水

（個別分）

その他

（個人設置）

未処理

行政人口
48,048人
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【建設・更新に関する事項】 

建設事業については、各種個別計画に基づき事業を実施します。 

更新事業については、ストックマネジメント計画、各種個別計画に基づき事業を実施し

ます。 

それぞれの事業について事業年度、事業費、補助率を基に投資・財政計画に反映します。 

 

1．浜田処理区整備事業 

市街地の下水道整備を行い、快適な生活環境を提供し、海や河川の水質保全を図りま

す。 

事業年度 R4～R10 

事業費 60億 1,614 万円 

内容 設計業務・処理場建設・管渠工事等 

補助率 50％・55％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2．ストックマネジメント改築事業、長寿命化改築事業 

ストックマネジメント計画、長寿命化改築計画に基づき、各処理区の施設の改築・更

新を効率的に行い、施設の長寿命化を図ります。 

事業年度 R4～R13 

事業費 5億 9,827 万円 

内容 
管渠・ポンプ場・処理場設備改築 

調査点検等 

補助率 50％・55％ 
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3．施設統合整備事業 

島根県汚水処理事業広域化・共同化計画で、岡見地区農業集落排水施設、須津地区漁

業集落排水施設を廃止し、特定環境保全公共下水道三保三隅処理場（三保三隅浄化セン

ター）で集約処理する取組が盛り込まれ、市として事業化の方針を決定しました。 

令和 12 年 4 月の岡見地区農業集落排水施設、令和 13 年 4 月の須津地区漁業集落排水

施設の特定環境保全公共下水道三保三隅処理場への統合により、年間 6,200 千円の経費

削減効果を見込みます。 

      

事業年度 R7～R12 

事業費 4億 2,000 万円 

内容 

事業認可図書作成、設計業務、 

管渠接続工事、処理場用途廃止に 

伴う改修工事 

補助率 50％ 

 

4．旭幹線管渠改築事業 

特定環境保全公共下水道旭処理区の幹線管渠の配管ルートを変更し、前市橋ポンプ場

をダウンサイジングすることにより、年間 580千円の経費削減効果を見込みます。 

事業年度 R7～R8 

事業費 4,000 万円 

内容 
設計業務、管渠工事、 

マンホールポンプ改築工事 

補助率 なし 

 

5．農業集落排水単独改築事業 

  国県補助対象とならない農業集落排水施設の設備機器やマンホール、マンホール蓋に

ついて、市の単独事業として計画的に更新し、市民の安全確保や汚水処理の安定化を図

ります。 
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事業年度 R4～R13 

事業費 1億 5,295 万円 

内容 
設備改築工事、マンホール更生、 

マンホール蓋改築 

補助率 なし 

 

【職員給与費に関する事項】 

令和 7 年度の資本勘定従事職員数は、浜田処理区下水道整備推進中のため 5 名（うち会

計年度職員 1 名）となっておりますが、同処理区の整備終了後の給与費については、改築

事業に必要な職員数を 2名と見込み、過年度実績及び令和 7年度見込額を基に計上します。 

 

【企業債償還金に関する事項】 

元金償還予定額を計上（償還期間：10年～40年） 

なお、資本費平準化債の借入額については、令和 6 年度の制度拡充に基づく額としてい

ます。 

 

【投資等計画（資本的支出）】 

資本的支出に関する投資等の計画は以下のとおりです。 

 

 

建設改良費は、浜田処理区整備事業の進捗により令和 6年度から増加しますが、令和 10

年度に大きく減少します。 

企業債償還金は償還が進んでいることから年々減少しますが、浜田処理区整備事業に係

る企業債の償還が令和 8年度末から順次開始するため、減少が緩やかになっていきます。 
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② 収支計画のうち財源についての説明 

【財源の目標】 

計画期間 10年目（令和 13年度）の目標値 

 

公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業 

⇒接続率 73％を目指します。  

浜田処理区の供用開始により接続率は一旦低下しますが、施設統合整備事業の実施に加

え、既存地区への啓発活動や浜田処理区の接続促進策の実施により、接続率の向上を目指

します。 

⇒経費回収率 69％を目指します。 

浜田処理区における接続促進策の実施により使用料の増加を図るとともに、事務の効率

化、施設の最適化、施設統合による経費削減等により、経費回収率の向上を目指します。 

 

 
 

また、使用料の適正化に向けた検討を令和 12 年度に開始し、令和 18 年度には経費回収

率 80％を達成できるように引き続き取組を進めます。 

 

農業集落排水事業・漁業集落排水事業・生活排水処理事業 

集落排水事業については、施設統合整備事業の実施により令和 12 年 4 月、令和 13 年 4

月に使用料、汚水処理経費ともに減少し、経費回収率が低下する見込みです。 

引き続き個別訪問等による接続勧奨の取組を継続するとともに、更なる効率化、経費節

減に努め、使用料の適正化については、令和 12年度に検討を開始します。 

生活排水処理事業については、新たな設置整備は行っていないため、集落排水事業と同

様、更なる効率化、経費節減に努め、使用料の適正化に向けた検討を行います。 
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【使用料収入に関する事項】 

 

（算定方法）23ページに記載のとおりです。 

 

【補助金及び企業債に関する事項】 

1. 国県補助金 

建設投資に係る財源として、国県補助金(社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金、

農村整備事業補助金)を最大限活用することとし、補助対象事業に対し、50％・55％の補

助率に応じた見込額を計上します。 

（単位：千円） 

補助金名 事業名 期間 補助金の額 

社会資本整備 

総合交付金 

公共 浜田処理区整備事業 R4～R10 2,834,031 

特環 施設統合整備事業 R7～R12 194,500 

防災・安全 

交付金 
特環 ストックマネジメント改築事業 R4～R13 229,100 

農村整備事業 

補助金 
農集 機能強化対策事業 R4～R8 100,200 

 

社会資本整備総合交付金については以下の交付要件が設けられており、本事業におい

てすでに対応しています。今後も交付要件について動向を注視しながら、本市の財源計

画への影響を考慮していきます。 

 

（交付要件（抜粋）） 

・公営企業会計の適用に係る要件 

人口 3 万人以上の地方公共団体については、令和 2 年度以降の予算・決算について、

公営企業会計に基づくものに移行していること。 … 移行済  

・使用料改定の必要性の検証に係る要件 

公営企業会計を導入済みの地方公共団体について、令和 2 年度以降、少なくとも 5 年

に 1回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行い、経費回収率の向上

に向けたロードマップを策定し、国土交通省へ提出するとともに、検証結果を公表して

いること。 … 実施済  
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2．企業債 

建設・更新事業から補助金等の特定財源を除き、10万円単位での借入見込額を計上し

ます。                          （単位：千円） 

事業名 期間 企業債の額 

公共 浜田処理区整備事業 R4～R10 3,128,900 

特環 施設統合整備事業 R7～R12 212,500 

特環 旭幹線管渠改良事業 R7～R8 40,000 

特環 ストックマネジメント改築事業 R4～R13 320,000 

農集 機能強化対策事業 R4～R8 77,800 

農集 農業集落排水施設単独改築事業 R4～R13 152,500 

 

交付税措置の対象となる有利な企業債、公的資金等低利率の企業債を優先的に活用し

ます。企業債の元利償還の財源に充てるため、資本費平準化債の借入を予定しています。 

なお、未利用施設に係る利子分に係る資本費平準化債については、供用開始または事

業計画変更から 15年を経過する処理区に係る額を除いています。 

今後の企業債発行、償還見通しに基づく将来の企業債残高の見通しについては、31ペ 

ージに記載のとおりです。 

 

【財源計画（資本的収支）】 

資本的収支に係る財源計画は以下のとおりです。 

 

（注）R4、R5 については、農集、漁集、生排は特別会計のため、企業債元金償還金に対する基準内繰入金が 

収益的収入に計上されています。 
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【繰入金に関する事項（資本）】 

財源不足額に対し、総務省が定める繰出し基準に基づく一般会計からの基準内繰入を充

当してもなお財源が不足する場合、一般会計からの基準外繰入により不足額を賄っていま

す。 

繰入金の実績及び見通しについては、以下のとおりです。 

（繰入金の実績及び見通し（資本））                          (単位：千円) 

 

（注）R4、R5 については、農集、漁集、生排は特別会計のため、企業債元金償還金に対する基準内繰入金が収益的収入

に計上されています。 

 

 

  

事業名
基準内・
基準外の別

繰入額
R4

繰入額
R5

繰入額
R6

繰入額
R4～R6
（実績）

繰入額
R7～R13
（見込み）

繰入額
R4～R13

（実績＋見込み）

基準内 5,130 5,884 6,198 17,212 19,239 36,451

基準外 158,716 112,878 20,589 292,183 56,967 349,150

基準内 760 1,461 2,510 4,731 45,409 50,140

基準外 8,140 7,318 18,613 34,071 113,667 147,738

基準内 0 181 575 756 4,794 5,550

基準外 0 0 16,177 16,177 39,375 55,552

基準内 0 0 0 0 0 0

基準外 0 0 0 0 0 0

基準内 5,890 7,526 9,283 22,699 69,442 92,141

基準外 166,856 120,196 55,379 342,431 210,009 552,440
合計

公共+特環

農集

漁集

生排
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③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

【職員給与費に関する事項】 

損益勘定従事職員の給与費を、過年度実績及び令和 7年度見込額を基に計上します。 

なお、浜田処理区整備終了後は、資本勘定従事職員から損益勘定従事職員への配置替え

を含む人員体制の再編について検討を行います。 

 

【動力費・薬品費・修繕費に関する事項】 

令和 7 年度実績見込及び浜田処理区の供用開始による影響額を考慮した見込額を計上し

ます。 

また、動力費、薬品費については汚水処理水量の減少も考慮します。 

 

【委託費に関する事項】 

民間に維持管理業務等を委託し、民間のノウハウを活用しています。 

現契約内容、過年度実績及び浜田処理区の供用開始による影響額、物価の動向を考慮し

た見込額を計上します。 

 

【企業債償還利子に関する事項】   

公的資金等低利率の企業債を優先的に活用し、償還利子額を抑制します。 

利率：0.006～2.3％ 

 

なお、消費税額は現状の税率 10％で計上し、物価の動向については、過去の実績及び決

算見込みを参考に見込額の算出を行います。 
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【投資以外の経費に関する計画】 

投資以外の経費（収益的支出）に関する計画は以下のとおりです。 

 

 

【財源計画（収益的収支）】 

 収益的収支に係る財源計画は以下のとおりです。 

 

（注）R4、R5 については、農集、漁集、生排は特別会計のため、企業債元金償還金に対する基準内繰入金が 

収益的収入に計上されています。 
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【繰入金に関する事項（収益）】 

財源不足額に対し、総務省が定める繰出し基準に基づく一般会計からの基準内繰入を充

当してもなお財源が不足する場合、一般会計からの基準外繰入により不足額を賄っていま

す。 

現状では以下のとおり繰入金所要額が見込まれますが、地方公営企業の独立採算の原則

に則り、事業運営に必要な財源である使用料の確保と経費節減に取り組み、基準外繰入の

抑制を図るよう努めます。 

（繰入金の実績及び見通し（収益））                  （単位：千円） 

 

（注）R4、R5 については、農集、漁集、生排は特別会計のため、企業債元金償還金に対する基準内繰入金が収益的収入

に計上されています。 

  

事業名
基準内・
基準外の別

繰入額
R4

繰入額
R5

繰入額
R6

繰入額
R4～R6
（実績）

繰入額
R7～R13
（見込み）

繰入額
R4～R13

（実績＋見込み）

基準内 203,778 192,800 185,299 581,877 1,942,210 2,524,087

基準外 49,161 82,615 54,428 186,204 610,493 796,697

基準内 330,340 332,474 153,342 816,156 918,208 1,734,364

基準外 57,005 68,580 49,691 175,276 605,044 780,320

基準内 20,388 20,395 8,708 49,491 48,943 98,434

基準外 6,547 7,241 5,003 18,791 68,835 87,626

基準内 11,814 9,071 10,905 31,790 77,916 109,706

基準外 21,621 25,789 22,530 69,940 180,074 250,014

基準内 566,320 554,740 358,254 1,479,314 2,987,277 4,466,591

基準外 134,334 184,225 131,652 450,211 1,464,446 1,914,657
合計

公共+特環

農集

漁集

生排
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(3)投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
 

① 今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・

最適化に関する事

項 

広域化・共同化については、自団体内の取組を反映済みです。 

他団体との取組については団体間で検討が必要なため、計画に

は反映していませんが、島根県が令和 5 年 2 月に策定した汚水処

理事業広域化・共同化計画の取組について引き続き検討します。 

投資の平準化 

に関する事項 

下水道整備計画及び各種個別計画に基づき優先順位を判断し、

投資の平準化を図ります。 

民間活力の活用 

に関する事項 

（ＰＰＰ・ＰＦＩ

など） 

ＰＰＰ・ＰＦＩなど民間活力を活用している自治体の調査及び

手法の長所・短所等について、先進地を研究し、導入に向けて検

討します。 

特に、ウォーターＰＰＰに関しては、職員不足、施設の老朽化、

使用料収入の減少等、地方公共団体が抱える課題を解決し、上下

水道事業の持続性を向上させるために有効な手法の一つです。 

本市では、下水道サービスを将来にわたり安定的に提供するこ

とを目指し、令和 6 年度の事前検討を経て、管理更新一体型マネ

ジメント方式（レベル 3.5）に関する導入可能性調査を令和 7 年

度に実施し 、導入に向けた準備を行います。 

 

その他の取組 

投資を行う場合は、現状把握と将来必要となる住民サービスの

予測を行い、事業規模、整備手法及び事業の優先順位等、最適な

ものを選択し合理化に努めます。将来需要の予測によってはスペ

ックダウンや更なる統廃合を検討します。 

 

     
ＳＤＧｓ目標「6 安全な水とトイレを世界中に」、「7 エネル

ギーをみんなにそしてクリーンに」、「9 産業と技術革新の基

盤をつくろう」、「11 住み続けられるまちづくりを」、「14 海

の豊かさを守ろう」の実現を目指します。 
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② 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直し 

に関する事項 

下水道事業の経費は経営に伴う収入をもって充てなければなら

ないと定められていますが、本市では使用料収入の不足分を一般

会計からの基準外繰入金に頼っています。 

そのため、接続促進策の実施により使用料収入を確保するとと

もに経費の削減に努め、一般会計からの基準外繰入金を抑制して

いく必要があります。 

現行の使用料水準では、浜田処理区整備事業により令和 9 年度

から令和 13年度（計画最終年度）までは一時的な増加が期待でき

ますが、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業で令和 13

年度において経費回収率 80％を達成するためには約 15.9％、経費

回収率 100％を達成するためには約 44.9％の使用料改定が必要と

なる見込みです。 

令和 8 年度末より順次供用開始予定の浜田処理区の接続状況に

よる収支等を踏まえた上で、令和 12年度から適正な使用料水準の

検証を行い、下水道使用料の改定の必要性について検討を行って

いきます。 

国においては、上下水道の経営基盤強化について検討がなされ

ているところであり、検討結果により基準内繰入額が減額となる

場合も想定されることから、今後の動向を注視する必要がありま

す。 

資産活用による 

収入増加の 

取組について 

本市の事業規模では資産活用に係る事業の拡大は経営上採算確

保が難しいと考えるため、取組の予定はありません。 

その他の取組 

下水道への関心、理解を深めてもらうことを目的とした啓発活

動の一環として、「はまだ下水道通信」の発行、処理場の汚泥を肥

料化し、無料配布する取組や浜田市マンホールカードの作成、配

布により情報発信を行っており、今後もこうした普及活動の継続、

推進に努めます。 

未接続者への接続勧奨など更なる接続率の向上に努め、経費回

収率の改善を図ることにより一般会計からの繰出金の抑制に努め

ます。 

 
≪マンホールカード≫ 
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③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間活力の活用に関

する事項 

（包括的民間委託等の

民間委託、指定管理者

制度、ＰＰＰ・ＰＦＩ

など） 

今後も民間に維持管理業務等を委託し、民間のノウハウを活用

します。また、包括的民間委託等の民間活力の積極的な活用を検

討します。 

職員給与費 

に関する事項 

職員配置について、業務量に応じた適正な配置となるよう上下

水道部内で検討します。 

動力費 

に関する事項 

毎月の動力費を補助簿で管理し、前月及び前年同月との比較を

行っています。増額の場合は原因を追究し、不具合に対しては早

期に対応し、動力費の削減に努めます。 

薬品費 

に関する事項 
薬品費削減に向け、抑制方法を検討します。 

修繕費 

に関する事項 

異物詰まりによるポンプの故障や管渠の閉塞などを防ぐため、

使用者に下水道の正しい使用方法等を周知するとともに、不具合

に対しては早期に対応し、修繕費の削減に努めます。 

委託費 

に関する事項 

維持管理業務については、今後も民間のノウハウ、経営資源を

活用し、効率的で質の高い業務を行うため、委託内容の見直し及

び委託業務の拡大を検討します。また、会計処理や料金システム

の保守など、高度で専門的知識、技術を要する業務について、外

部の専門家や業者の支援を受けながら、効率的で適切な業務を行

っていきます。 

その他の取組 

合成洗剤などに含まれる成分の中には、処理場では取り除くこ

とができないものもあります。環境に優しい洗剤の使用など、下

水道の正しい使用方法等を周知し、海、川などの公共用水域の水

質保全と処理場への負荷軽減に向けた啓発に努めます。 

その他の経費について、増減要因分析、他団体比較等により、

経費の抑制に努めます。 
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6. 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

経営戦略の事後検

証、更新等に関す

る事項 

投資･財政計画の達成状況について、PDCA サイクルにより、毎

年度進捗管理(モニタリング)を行います。 

また、経営戦略の見直し(ローリング)については、令和 8年度

末より順次供用開始を予定している浜田処理区下水道整備事業の

進捗状況や、組織の状況を踏まえ、令和 12年度に見直しを行いま

す。 

その後も 5 年ごとにローリングを行い、投資･財政計画に未反

映の取組及び今後検討予定の取組の具体化並びに将来の事業環境

の変化への適応など、より充実した計画となるよう努めます。 
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営
の
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全

性
・

効
率

性
1
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経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

　
①

収
益

的
収

支
比

率
は

、
打

切
り

決
算

に
伴

う
令

和
6
年

度
の

特
例

的
支

出
を

賄
う

た
め

に
、

一
般

会
計

繰
出

金
を

当
年

度
中

に
受

け
入

れ
た

こ
と

に
よ

り
、

総
費

用
に

対
し

総
収

益
の

増
加

が
多

く
、

企
業

債
償

還
金

も
減

少
し

た
た

め
、

前
年

度
に

比
べ

9
.
1
1
ポ

イ
ン

ト
改

善
し

た
。

　
一

方
で

、
企

業
債

償
還

の
負

担
は

依
然

と
し

て
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き
く

、
収

益
的

収
支
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圧

迫
要

因
と

な
っ

て
い
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。

　
⑥

汚
水

処
理

原
価
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打

切
り
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算

に
伴
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年
度
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5
5
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4
8
円
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が
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依
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し
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類
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っ
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。
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収
入
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、
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縮
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④
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等

に
要

す
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イ
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イ
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齢
化

や
経

済
的

な
負

担
等

が
考

え
ら

れ
る

。

※
④

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

(
％

)
の

R
元

年
度

決
算

数
値

に
つ

い
て

は
、

算
出

式
分

子
の

一
般

会
計

負
担

額
が

誤
り

で
あ

っ
た

た
め

、
正

し
い

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

は
1
7
.
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0
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れ
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中
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け
入

れ
た
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の
大

半
を

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
金

に
依

存
し

て
い

る
こ

と
、

今
後

の
更

新
投

資
等

に
充

て
る

財
源

が
確

保
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
等

、
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比
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負
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体
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比
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に
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な
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で
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イ
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の
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業
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に
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、

経
営

成
績

、
財

務
状
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等

の
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が
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と
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、

今
後

必
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と
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る
更

新
投

資
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え
、

効
率

的
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事
業
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に
努

め
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。
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と
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分
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、
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的
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の

類
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等
を
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し
て

い
ま

せ
ん
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今
後
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更
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な
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る
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6
1
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,
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8
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7
,
4
1
1
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9
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1
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,
6
1
3

2
2
,
8
6
6

2
3
,
9
3
1

2
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,
1
2
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1
9
,
4
9
6

1
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,
2
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5
,
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3
1

3
,
1
1
1

2
2
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1
5
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2
4
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,
7
0
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2
5
1
,
4
5
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2
5
3
,
2
6
1

2
5
0
,
6
7
1

2
4
2
,
0
8
8

2
2
5
,
1
7
7

2
1
5
,
9
7
8

企
業

債

令
和

8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

令
和

1
3
年

度

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

そ
の

他

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(
E
)
-
(
F
)

(
A
)
の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(
A
)
-
(
B
)

資 本 的 支 出資 本 的 収 入

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
 
 
 
 
 
　

　
 
 
 
 
(
D
)
-
(
C
)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

収
益

的
収

支
分

令
和

1
1
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
6
年

度
令

和
1
3
年

度
令

和
5
年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

令
和

7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
4
年

度

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

特 別 会 計



~ 62 ~ 

 

 

 

 

 

投
資

財
政

計
画

(
漁

業
集

落
排

水
事

業
）

漁
業

集
落

排
水

(
税

抜
き

)
（

単
位

：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

（
R
4
年

度
）

（
R
5
年

度
）

（
R
6
年

度
）

令
和

7
年

度

区
　

　
　

　
　

　
分

決
算

決
算

決
算

決
算

見
込

１
．

(
A
)

4
,
0
5
4

3
,
6
1
1

3
,
4
9
9

3
,
2
7
9

3
,
0
7
0

2
,
8
4
9

2
,
6
2
8

2
0
3

(
1
)

4
,
0
5
4

3
,
8
1
1

3
,
4
9
8

3
,
2
7
8

3
,
0
6
9

2
,
8
4
8

2
,
6
2
7

2
0
2

(
2
)

(
B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

(
3
)

0
2
8

1
1

1
1

1
1

２
．

1
9
,
9
0
0

2
3
,
1
5
9

2
3
,
2
1
2

2
3
,
1
8
7

2
3
,
1
5
7

2
3
,
1
3
5

2
3
,
1
1
5

1
5
,
4
6
6

(
1
)

1
3
,
7
1
1

1
7
,
5
8
1

1
7
,
7
1
0

1
7
,
6
8
5

1
7
,
6
5
5

1
7
,
6
3
3

1
7
,
6
1
3

1
1
,
9
0
1

1
3
,
7
1
1

1
7
,
5
8
1

1
7
,
7
1
0

1
7
,
6
8
5

1
7
,
6
5
5

1
7
,
6
3
3

1
7
,
6
1
3

1
1
,
9
0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

(
2
)

6
,
1
8
9

5
,
5
7
8

5
,
5
0
2

5
,
5
0
2

5
,
5
0
2

5
,
5
0
2

5
,
5
0
2

3
,
5
6
5

(
3
)

0
0

0
0

0
0

0

(
C
)

2
3
,
9
5
4

2
6
,
7
7
0

2
6
,
7
1
1

2
6
,
4
6
6

2
6
,
2
2
7

2
5
,
9
8
4

2
5
,
7
4
3

1
5
,
6
6
9

１
．

2
1
,
0
8
0

2
4
,
2
3
6

2
4
,
6
4
2

2
4
,
6
4
2

2
4
,
6
4
2

2
4
,
6
4
2

2
4
,
6
4
2

1
4
,
9
2
9

(
1
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(
2
)

8
,
2
9
5

1
2
,
5
3
5

1
2
,
7
3
2

1
2
,
7
3
2

1
2
,
7
3
2

1
2
,
7
3
2

1
2
,
7
3
2

7
,
0
2
0

2
,
5
0
4

2
,
8
8
0

3
,
0
9
1

3
,
0
9
1

3
,
0
9
1

3
,
0
9
1

3
,
0
9
1

1
,
0
0
0

1
,
4
1
1

4
,
5
4
8

4
,
5
4
6

4
,
5
4
6

4
,
5
4
6

4
,
5
4
6

4
,
5
4
6

3
,
4
1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
,
3
8
0

5
,
1
0
7

5
,
0
9
5

5
,
0
9
5

5
,
0
9
5

5
,
0
9
5

5
,
0
9
5

2
,
6
1
0

(
3
)

1
2
,
7
8
5

1
1
,
7
0
1

1
1
,
9
1
0

1
1
,
9
1
0

1
1
,
9
1
0

1
1
,
9
1
0

1
1
,
9
1
0

7
,
9
0
9

２
．

2
,
4
9
2

2
,
4
8
8

2
,
0
2
3

1
,
7
7
8

1
,
5
3
9

1
,
2
9
6

1
,
0
5
5

6
9
4

(
1
)

2
,
1
1
2

1
,
8
6
0

1
,
3
9
5

1
,
1
5
0

9
1
1

6
6
8

4
2
7

6
6

(
2
)

3
8
0

6
2
8

6
2
8

6
2
8

6
2
8

6
2
8

6
2
8

6
2
8

(
D
)

2
3
,
5
7
2

2
6
,
7
2
4

2
6
,
6
6
5

2
6
,
4
2
0

2
6
,
1
8
1

2
5
,
9
3
8

2
5
,
6
9
7

1
5
,
6
2
3

(
E
)

3
8
2

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

4
6

(
F
)

0
0

0
0

0
0

0
0
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(
A
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0
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,
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6
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0
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0

0
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(
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0
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0
0

0
0

0
0

0
0

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(
（

N
）

/
（

P
）

×
1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

0
0

0
累

積
欠

損
金

比
率

（
×

1
0
0

）

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5
条

第
１

項
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(
A
)
-
(
B
)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(
（

L
）

/
（

M
）

×
1
0
0
)

0
0

0
0

0

う
ち

未
収

金

流
動

負
債

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金

う
ち

未
払

金

流
動

資
産

そ
の

他

支
出

計

経
常

損
益

(
C
)
-
(
D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

収 益 的 収 支 特
別

損
益

(
F
)
-
(
G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(
E
)
+
(
H
)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

収 益 的 収 入

材
料

費

そ
の

他

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

基
本

給

退
職

給
付

費

そ
の

他

経
費

動
力

費

修
繕

費

支
払

利
息

補
助

金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入

収
入

計

そ
の

他

減
価

償
却

費

営
業

外
費

用

令
和

8
年

度
令

和
1
3
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度
令

和
1
2
年

度

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

収
益

特 別 会 計
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下水道事業経営戦略【用語集】 

 

《お》 

汚水処理人口普及率 （おすいしょりじんこうふきゅうりつ） 

下水道、農業集落排水施設等、浄化槽及びコミュニティ・プラントの汚水処理施設の整備状況を表す指

標。総人口に対する各汚水処理施設の処理区域内人口の割合を表したもの。 

 

                       下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、 

コミ・プラの処理区域内人口等 

    汚水処理人口普及率（％）＝ ―――――――――――――――――   ×100 

                                  総人口 

 

汚水処理費（おすいしょりひ） 

下水道サービスを提供するために必要な経費である維持管理費（管渠費、ポンプ場費、処理場費、そ

の他）と資本費（地方公営企業法適用事業：汚水に係る企業債利息及び減価償却費等）。 

 

《き》 

企業債 （きぎょうさい） 

公営企業の借入金。企業債を起こすことを起債（きさい）という。 

 

基準外繰入 （きじゅんがいくりいれ） 

国の通知する繰出基準に基づかない一般会計からの繰出金（公営企業会計側では繰入金）。 

 

基準内繰入 （きじゅんないくりいれ） 

国の通知する繰出基準に基づいた一般会計からの繰出金（公営企業会計側では繰入金）。 

公営企業は、事業経営において独立採算制が義務付けられているが、一般行政的な性格を持つ事業

などについては、その経営に伴う収入によってその費用を賄うことが適当でない経費等について一般会

計からの繰出しが認められている。毎年 4月に国から繰出基準が通知される。 

 

供用開始 （きょうようかいし） 

下水道が使えるようになること。 

 

漁業集落排水施設 （ぎょぎょうしゅうらくはいすいしせつ） 

漁業集落の衛生環境の向上、漁港及び周辺水域の水質保全に寄与するため、漁業集落におけるし尿、 

生活雑排水等を処理する下水道。 

 

《け》 

経費回収率 （けいひかいしゅうりつ） 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを示す指標であり、使用料水準等を評価

することが可能。 
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                       下水道使用料 

    経費回収率（％）＝ ――――――――――――――   ×100 

                  汚水処理費（公費負担分を除く） 

 

下水道 （げすいどう） 

家庭の台所・水洗トイレ・風呂や、工場・事業所から出る汚れた水を、排水設備から道路下に埋設され

た下水道管に流して処理場に集め、きれいな水にして川に流す施設。 

 

《こ》 

公共下水道 （こうきょうげすいどう） 

主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方自治体が管理する下水道。 

 

高資本費対策に要する経費 （こうしほんひたいさくにようするけいひ） 

繰出基準のひとつ。 

自然条件等により建設改良費が割高のため資本費が著しく高額となっている下水道事業について、資

本費負担の軽減を図ることにより経営の健全性を確保することを目的として、資本費の一部について一

般会計から繰出すための経費。 

 

個別排水処理施設 （こべつはいすいしょりしせつ） 

下水道や集落排水施設等の周辺において、汚水等を集合的に処理することが適当でない地域に浄化

槽を整備し、当該集合処理施設と一体的に運営する下水道。 

 

コミュニティ・プラント 

住宅団地等に設置されるし尿と家庭雑排水を処理する施設。 

 

《し》 

市設置浄化槽 （しせっちじょうかそう） 

特定地域生活排水処理施設で地方自治体が整備した浄化槽。 

 

資本費 （しほんひ） 

下水道施設（処理場や下水道管）を建設するときに借入れた地方債の返済費用で償還元金と償還利子

とを合わせたもの。 

 

資本費平準化債 （しほんひへいじゅんかさい） 

資本費の一部を後年度に繰り延べるための起債措置。 

下水道整備は多額の先行投資を伴う事業であるため、すべて現在の使用者の負担とすると、現在の使

用者と将来の使用者との間に負担の不均衡が生じることになる。このため、供用開始当初の資本費負

担を地方債により将来に繰り延べて、その償還という形で適正に将来の使用者に負担させる制度として

設けられた。 

元金に対する資本費平準化債と、利子に対する資本費平準化債がある。 
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受益者負担金・分担金 （じゅえきしゃふたんきん・ぶんたんきん） 

下水道を利用できるのは整備区域内の人に限られるため、下水道建設費を市税等で賄うと下水道を利

用できない人にまで負担をかけ、不公平が生じる。そのため、下水道が利用できる人々に建設費の一

部を受益者負担金として負担してもらう制度。 

 

《す》 

水洗化率 （すいせんかりつ） 

下水道が使える区域内の人口に対して、実際に下水道等に接続して水洗化した人口の割合。 

 

ストックマネジメント計画 （すとっくまねじめんとけいかく） 

長期的な視点で下水道施設全体の今後の老朽化の進展状況を考慮し、リスク評価等により優先順位

付けを行ったうえで、施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設全体を対象とした施設管理を最適化

するための計画。 

 

《せ》 

接続率 （せつぞくりつ） 

下水道が使える区域において、下水道を使用している人口の割合。本戦略では、水洗化率と同義語と

して使用している。 

 

《そ》 

損益勘定留保資金 （そんえきかんじょうりゅうほしきん） 

  費用のうち、減価償却費や資産減耗費などの現金の支出がなく企業内に留保される資金。 

 

《ち》 

地方公営企業 （ちほうこうえいきぎょう） 

地方公営企業法で定められている当然に適用する事業（水道・工業用水道・交通・電気・ガス・病院等）

と、地方財政法施行令で定められている任意に適用する事業（簡易水道事業・公共下水道事業・市場

事業・宅地造成事業等）がある。 

 

《と》 

特定環境保全公共下水道 （とくていかんきょうほぜんこうきょうげすいどう） 

市街地以外の区域において設置される公共下水道。 

 

特定財源 （とくていざいげん） 

収入の段階で使途が特定されている財源。国庫補助金や地方債、負担金など。 

 

特定地域生活排水処理施設 （とくていちいきせいかつはいすいしょりしせつ） 

生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、地方自治体が設置した浄化槽でし尿、生活雑排水

を処理する下水道。 
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《の》 

農業集落排水施設 （のうぎょうしゅうらくはいすいしせつ） 

農業用用排水の水質保全に寄与するため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する下水道。 

 

《ふ》 

分流式下水道 （ぶんりゅうしきげすいどう） 

汚水用管路を埋設し、汚水だけを下水処理場へ集める下水道の方式。河川の水質が守られ、環境面で

も衛生面でも優れた方式といえる。 

それに対して汚水も雨水も同じ管路で一緒に下水処理場まで送る方式を「合流式下水道」といい、大量の

雨が降ると汚水の一部が未処理のまま河川等に放流される。 

 

分流式下水道等に要する経費 （ぶんりゅうしきげすいどうとうにようするけいひ） 

繰出基準のひとつ。 

分流式下水道に要する資本費のうち、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められる

ものに相当する額。 

 

《ゆ》 

有収水量 （ゆうしゅうすいりょう） 

下水道使用料の賦課（徴収）対象となる水量。 

 

《り》 

流域下水道 （りゅういきげすいどう） 

2市町村以上の区域に渡る下水道で、根幹的な施設（処理場、幹線管渠）の部分をいい、管理は原則と

して都道府県が行う。 

 


